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中部空港において、中国から持ち込まれた豚肉製品から生きたアフリカ豚コレラウ

イルスが確認されました。 

実際に感染力を持つアフリカ豚コレラウイルスが国内に到達したこととなります。 

豚飼養者の皆様におかれましては、病原体を侵入させないために飼養衛生管理基準

を順守してください。 

中国から携行品で持ち込まれた豚肉製品から 

生きたアフリカ豚コレラウイルスが見つかりました 

任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正な対応がなされます。 

肉製品の違法な持込みに対する対応が厳格化されます
家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、３年

以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 

◆ 手荷物検査の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、

罰則の対象になります。 

◆ 輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を

要することがあります。 
肉製品の持込みについて、詳細はこちら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県及び愛知県で豚コレラの発生が続いています 

国内の養豚農場で豚コレラが続発しています。引き続き飼養衛生管理基準の遵守

をお願いします。また、異状を発見した場合は、すぐに家畜保健衛生所に通報して

ください。 

飼養家畜に異状が見られた場合には、 

家畜保健衛生所にご連絡ください。 

つがる家畜保健衛生所 
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